
中小企業組合とは？
中小企業者が個々では対応できない課題に対して、相互扶助の精神に基づき協同で事業を行うことにより、
経営上の諸問題を解決し、経営の近代化・合理化や経済的地位の改善・向上を図ることを目的とする組合です。
４人以上の中小企業者によって設立でき、共同事業を通じて組合員が行う事業を補完・支援するための事業を
実施します。以前は同業種の事業者で組織する組合が大半でしたが、現在は異業種の事業者で組織する組合が多
く、それぞれの組合員が保有する技術、経営のノウハウ等を出しながら活動しています。

中小企業組合制度にご興味ある方はお気軽にご相談ください。


